
（
別
紙
） 

 

一 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
の
新
旧
対
照
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

意
見
募
集
後
の
修
正
案

（
予
備
品
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
用
終

段
電
力
増
幅
管
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予

備
品
の
備
付
け
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
に
規
定
す
る
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
現
用
す
る

同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て

半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
備
品
の

備
付
け
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

 

 

 

 

 

 

   

     

 

意
見
募
集
時
の
改
正
案

（
予
備
品
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
用
終
段

電
力
増
幅
管
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
か
ら
第

四
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
備
付
け
を
要
し

な
い
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

 

 

  

 

   

    

現

行

（
予
備
品
）

第
三
十
一
条

（
略
）

  

２

（
略
）

３

第
一
項
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
用
終
段

電
力
増
幅
管
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
送

 

信
の
た
め
の
終
段
電
力
増
幅
用
半
導
体
素
子
を
現
用
数
と

同
数
備
え
付
け
る
も
の
と
す
る
。

 

   

    

     

４

（
略
）

 

     

 



 

 

二 二 

○

案
の
新
旧
対
照
表

す
る
省
令

設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
改
正

無
線

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

意
見
募
集
後
の
修
正
案

（
レ
ー
ダ
ー
）

 

 

 第
四
十
八
条

（
略
） 

 

２

船
舶
安
全
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
船

 

舶
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
無

線
航
行
の
た
め
の
も
の
は
、
前
項
各
号
（
第
四
号
、
第
七

号
ロ
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
の
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各

号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

GHz

一
～
十
四

（
略
）

十
五

三

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー

 
 

 で
あ
つ
て
、
現
用
す
る
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半

導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
の
パ
ル
ス
幅
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
こ
と
。 

イ

Ｐ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
場
合

一
・
二
マ
イ
ク

 
 

ロ
秒
以
下 

ロ

Ｑ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
場
合

二
二
マ
イ
ク
ロ

秒
以
下

十
六

（
略
）

 

 

 

 

  
意
見
募
集
時
の
改
正
案

（
レ
ー
ダ
ー
）

 

 

 第
四
十
八
条

（
略
） 

 

２

船
舶
安
全
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
船

 

舶
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
無

線
航
行
の
た
め
の
も
の
は
、
前
項
各
号
（
第
四
号
、
第
七

号
ロ
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
の
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各

号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
十
四

（
略
）

十
五

三

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー

GHz

 
 

 で
あ
つ
て
、
送
信
用
終
段
電
力
増
幅
管
に
替
え
て
半
導

体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
の
パ
ル
ス
幅
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
こ
と
。 

イ

Ｐ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
場
合

一
・
二
マ
イ
ク

 
 

ロ
秒
以
下 

ロ

Ｑ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
場
合

二
二
マ
イ
ク
ロ

秒
以
下

十
六

（
略
）

 

 

 

 

  

現

行 

（
レ
ー
ダ
ー
） 

 第
四
十
八
条

（
略
） 

 

２

船
舶
安
全
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
船

 

舶
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
無

線
航
行
の
た
め
の
も
の
は
、
前
項
各
号
（
第
四
号
、
第
七

号
ロ
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
の
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各

 

号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
～
十
四

（
略
）

 

 

 

十
五

（
略
）

 

 

         

   




